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《
研
究
ノ
ー
ト
》

南
北
朝
合
一
直
後
北
畠
氏
発
給
文
書
に
み
え
る
「
両
御
代
」

大　

薮　
　

海

は
じ
め
に

　

建
武
三
年
（
延
元
元
年
︑
一
三
三
六
）
八
月
︑
足
利
尊
氏
の
奏
請
に
よ
っ
て
後
伏
見
院
の
皇
子
で
あ
る
豊
仁
親
王
が
践
祚
し
た
（
１
）︒
光
明
天
皇

で
あ
る
︒
三
種
の
神
器
を
所
持
し
た
正
統
な
皇
位
継
承
者
で
あ
る
後
醍
醐
天
皇
は
︑
当
時
京
都
か
ら
比
叡
山
延
暦
寺
に
逃
れ
て
い
た
が
同
年
一

〇
月
に
帰
京
し
︑
翌
月
に
は
三
種
の
神
器
を
光
明
天
皇
に
授
け
て
尊
号
宣
下
を
受
け
た
︒
と
こ
ろ
が
同
年
一
二
月
に
密
か
に
京
都
を
脱
出
し
︑

大
和
国
吉
野
を
ひ
と
ま
ず
の
御
所
と
し
て
挙
兵
し
た
（
２
）︒
以
後
︑
京
都
に
あ
る
朝
廷
（
北
朝
）
と
吉
野
に
あ
る
朝
廷
（
南
朝
）
が
相
争
う
南
北
朝

時
代
が
︑
明
徳
三
年
（
元
中
九
年
︑
一
三
九
二
）
ま
で
続
く
こ
と
と
な
る
︒

　

こ
の
南
北
朝
の
争
い
は
お
お
む
ね
北
朝
側
の
優
勢
で
進
行
し
た
が
︑
吉
野
が
あ
る
大
和
国
の
隣
国
の
伊
勢
国
に
お
い
て
終
始
一
貫
し
て
南
朝

方
と
し
て
戦
い
︑
南
北
朝
合
一
後
も
南
伊
勢
を
支
配
し
続
け
た
の
が
︑
北
畠
氏
で
あ
る
︒

　

北
畠
氏
は
村
上
源
氏
久
我
家
の
流
れ
を
汲
む
家
で
︑
羽
林
家
の
家
格
を
有
し
て
い
た
︒
鎌
倉
末
期
の
親
房
に
至
っ
て
後
醍
醐
天
皇
の
信
任
を

得
る
こ
と
に
な
り
︑
建
武
の
新
政
に
お
い
て
は
親
房
と
そ
の
子
の
顕
家
が
陸
奥
国
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
３
）︒
親
房
に
は
顕
家
の

ほ
か
に
顕
信
・
顕
能
・
顕
雄
の
三
人
の
子
が
い
た
が
︑
伊
勢
国
に
根
を
下
ろ
し
た
の
は
顕
能
の
子
孫
の
系
統
で
あ
る
︒
こ
の
系
統
は
︑
南
北
朝
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期
に
南
朝
か
ら
伊
勢
国
司
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
南
北
朝
合
一
後
の
室
町
期
や
戦
国
期
に
至
っ
て
も
﹁
伊
勢
国
司
﹂
と
称
さ
れ
続
け

た（４
）︒

　

し
か
し
そ
の
伊
勢
国
司
補
任
に
つ
い
て
は
︑
継
承
順
を
め
ぐ
っ
て
戦
後
の
長
き
に
わ
た
っ
て
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
︒
す
な
わ
ち
︑

顕
信
と
顕
能
の
ど
ち
ら
が
先
に
伊
勢
国
司
に
補
任
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
現
在
で
は
顕
信
の
補
任
を
認
め

ず
︑
顕
能
を
北
畠
氏
に
お
け
る
初
代
伊
勢
国
司
と
し
（
５
）︑
そ
の
跡
を
顕
能
の
子
で
あ
る
顕
泰
が
継
承
し
て
南
北
朝
合
一
を
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
︒

　

論
争
が
長
期
化
し
た
原
因
と
し
て
︑
複
数
の
北
畠
氏
発
給
文
書
に
据
え
ら
れ
た
北
畠
氏
当
主
の
花
押
が
誰
の
も
の
で
あ
る
か
意
見
が
分
か
れ

た
こ
と
や
︑
特
定
の
文
書
（
後
掲
︻
史
料
八
︼）
の
文
言
に
つ
い
て
複
数
の
解
釈
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
右
で
述
べ
た
よ
う
に
伊

勢
国
司
の
継
承
順
に
つ
い
て
は
一
応
の
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
︑
花
押
や
文
言
の
問
題
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
解
決
を
み
て
い
な

い
︒
こ
の
う
ち
花
押
に
つ
い
て
は
︑
近
年
︑
桐
田
貴
史
が
再
検
討
を
試
み
て
い
る
が
（
６
）︑
文
言
に
つ
い
て
も
再
検
討
を
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

よ
っ
て
本
稿
で
は
︑
最
初
に
伊
勢
国
司
の
継
承
順
を
め
ぐ
る
研
究
史
を
年
代
順
に
整
理
し
た
上
で
︑
文
書
の
文
言
の
再
解
釈
を
行
う
こ
と
と
す

る
︒

一　

伊
勢
国
司
継
承
順
を
め
ぐ
る
研
究
史

　

北
畠
氏
に
よ
る
伊
勢
国
司
継
承
順
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
補
任
時
期
も
含
め
て
様
々
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
き
た
︒
岡
野
友
彦
に
よ
っ
て
そ
れ

ら
の
う
ち
五
つ
（
次
掲
②
・
③
・
⑤
・
⑥
・
⑨
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
︑
整
理
さ
れ
て
い
る
（
７
）︒
そ
こ
で
そ
の
岡
野
の
整
理
を
参
考
に
し
な
が
ら
︑

さ
ら
に
複
数
の
先
行
研
究
を
加
え
て
︑
改
め
て
研
究
史
を
整
理
し
た
い
︒
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①
斎
藤
拙
堂
﹃
伊
勢
国
司
記
略（８
）﹄　

顕
能
→
顕
泰

　
﹃
南
方
紀
伝
﹄
や
﹃
桜
雲
記
﹄
を
典
拠
と
し
て
︑
暦
応
元
年
（
延
元
三
年
︑
一
三
三
八
）
閏
七
月
二
日
に
顕
能
が
従
四
位
下
伊
勢
守
に
補
任

さ
れ
た
と
し
て
い
る
︒
そ
の
後
は
︑
同
じ
史
料
や
﹃
細
々
要
記
﹄
を
典
拠
と
し
て
永
和
二
年
（
天
授
二
年
︑
一
三
七
六
）
五
月
に
嫡
子
顕
泰
が

伊
勢
国
司
を
継
承
し
た
と
述
べ
て
い
る
︒

②
八
代
国
治
﹃
北
畠
顕
能
公（９
）﹄　

顕
能
→
顕
信
→
顕
泰

　

正
慶
二
年
（
元
弘
三
年
︑
一
三
三
三
）
八
月
五
日
の
北
畠
顕
家
陸
奥
守
補
任
と
同
時
に
︑
親
房
の
伊
勢
国
知
行
国
主
就
任
と
顕
家
の
伊
勢
守

補
任
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
︒
観
応
二
年
（
正
平
六
年
︑
一
三
五
一
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
発
給
さ
れ
た
文
書
（
後
掲
︻
史
料
一
～
三
︼）
に

据
え
ら
れ
た
袖
判
を
顕
能
の
も
の
と
判
断
し
︑
顕
能
は
文
和
三
年
（
正
平
九
年
︑
一
三
五
四
）
四
月
に
親
房
の
最
期
を
大
和
国
賀
名
生
で
看
取

る
ま
で
伊
勢
国
司
に
在
任
し
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
応
安
二
年
（
正
平
二
四
年
︑
一
三
六
九
）
一
〇
月
三
日
に
発
給
さ
れ
た
御
教
書
（
後
掲
︻
史
料
四
︼）
の
袖
判
は
顕
信
の
も
の
で
あ

る
と
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
一
一
月
一
日
に
発
給
さ
れ
た
北
畠
顕
泰
御
教
書
（
後
掲
︻
史
料
八
︼）
の
存
在
か
ら
︑
元

中
年
間
（
一
三
八
四
～
一
三
九
一
）
に
顕
信
か
ら
顕
泰
へ
の
伊
勢
国
司
継
承
が
あ
っ
た
と
み
て
い
る
︒

③
大
西
源
一
﹃
北
畠
氏
の
研
究
（
（1
（

﹄　

顕
信
→
顕
能
→
顕
泰

　

②
を
批
判
し
︑
時
期
を
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
も
の
の
︑
北
畠
氏
で
最
初
に
伊
勢
国
司
に
補
任
さ
れ
た
の
は
顕
信
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
ま

た
︑
応
安
二
年
一
〇
月
三
日
に
発
給
さ
れ
た
御
教
書
（
後
掲
︻
史
料
四
︼）
と
応
安
四
年
（
建
徳
二
年
︑
一
三
七
一
）
六
月
二
一
日
に
発
給
さ

れ
た
御
教
書
の
袖
判
（
後
掲
︻
史
料
五
︼）
は
顕
信
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
︑
そ
の
頃
ま
で
顕
信
が
伊
勢
国
司
に
在
任
し
て
い
た
と
考
え
て
い

る
︒
さ
ら
に
︑
応
安
六
年
（
文
中
二
年
︑
一
三
七
三
）
九
月
八
日
に
発
給
さ
れ
た
御
教
書
（
後
掲
︻
史
料
七
︼）
に
は
顕
能
の
花
押
が
据
え
ら
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れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
︑
応
安
四
年
か
ら
六
年
の
間
に
顕
信
か
ら
顕
能
へ
の
伊
勢
国
司
継
承
が
あ
っ
た
と
み
て
い
る
︒

　

明
徳
三
年
に
発
給
さ
れ
た
御
教
書
（
後
掲
︻
史
料
八
︼）
に
つ
い
て
は
︑
②
と
同
様
に
顕
泰
の
命
を
奉
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
︑
そ
れ
以

前
の
顕
能
か
ら
顕
泰
へ
の
伊
勢
国
司
継
承
を
想
定
し
て
い
る
︒

④
宮
崎
有
祥
﹃
南
朝
と
伊
勢
国
司
（
（1
（

﹄　

顕
信
→
顕
能
→
顕
信
→
顕
泰

　

③
に
依
拠
し
つ
つ
も
顕
信
の
在
任
期
間
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
と
し
︑
暦
応
元
年
に
顕
信
が
伊
勢
国
大
湊
か
ら
東
国
に
向
け
て
出
航
し
て
以
後

は
︑
顕
能
が
伊
勢
国
司
に
補
任
さ
れ
て
い
た
と
す
る
︒
そ
の
在
任
期
間
は
︑
応
安
元
年
（
正
平
二
三
年
︑
一
三
六
八
）
に
顕
信
が
陸
奥
国
よ
り

伊
勢
国
に
帰
国
し
て
い
る
と
考
え
て
そ
の
頃
ま
で
と
し
て
い
る
︒

　

③
と
同
様
に
︑
応
安
二
年
一
〇
月
三
日
に
発
給
さ
れ
た
御
教
書
（
後
掲
︻
史
料
四
︼）
と
応
安
四
年
六
月
二
一
日
に
発
給
さ
れ
た
御
教
書

（
後
掲
︻
史
料
五
︼）
は
い
ず
れ
も
顕
信
の
命
を
奉
じ
た
も
の
と
す
る
も
の
の
︑
顕
信
の
在
任
期
間
は
そ
の
応
安
四
年
ま
で
で
あ
っ
た
と
し
︑
そ

の
後
は
明
徳
三
年
に
発
給
さ
れ
た
御
教
書
（
後
掲
︻
史
料
八
︼）
を
根
拠
と
し
て
︑
伊
勢
国
司
は
顕
信
か
ら
顕
泰
に
継
承
さ
れ
た
と
み
て
い
る
︒

⑤
久
保
田
収
﹁
北
畠
氏
の
伊
勢
国
司
次
第
（
（1
（

﹂　

顕
能
→
顕
信
→
顕
泰

　

建
武
三
年
（
延
元
元
年
︑
一
三
三
六
）
に
親
房
が
伊
勢
国
に
下
向
し
た
際
に
は
北
畠
氏
に
対
し
て
伊
勢
国
司
補
任
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
顕

信
が
陸
奥
介
兼
鎮
守
府
将
軍
に
補
任
さ
れ
た
暦
応
元
年
閏
七
月
に
顕
能
が
北
畠
氏
と
し
て
は
じ
め
て
伊
勢
国
司
に
補
任
さ
れ
た
と
す
る
︒
③
・

④
と
同
様
に
︑
応
安
二
年
一
〇
月
三
日
に
発
給
さ
れ
た
御
教
書
（
後
掲
︻
史
料
四
︼）
と
応
安
四
年
六
月
二
一
日
に
発
給
さ
れ
た
御
教
書
（
後

掲
︻
史
料
五
︼）
は
い
ず
れ
も
顕
信
の
命
を
奉
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
︑
そ
れ
ら
発
給
以
前
の
顕
信
へ
の
伊
勢
国
司
継
承
が
あ
っ
た
と
考
え
て

い
る
︒
そ
の
上
限
は
出
羽
国
で
顕
信
が
発
給
し
た
と
み
ら
れ
る
文
書
が
遺
る
貞
治
元
年
（
正
平
一
七
年
︑
一
三
六
二
）
で
あ
り
︑
そ
の
後
の
顕

泰
へ
の
伊
勢
国
司
継
承
は
①
と
同
様
に
永
和
二
年
と
み
て
い
る
︒
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⑥
中
野
達
平
﹁
南
北
朝
初
期
に
お
け
る
伊
勢
国
司
北
畠
氏
（
（1
（

﹂　

顕
信
→
顕
能
→
顕
泰

　

北
畠
氏
よ
り
も
前
に
吉
田
定
房
が
伊
勢
国
司
に
補
任
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
︑
建
武
三
年
の
後
醍
醐
天
皇
吉
野
潜
幸
に
備
え
て
定
房
が
罷
免

さ
れ
て
北
畠
顕
信
が
補
任
さ
れ
た
と
み
て
い
る
︒
顕
能
で
は
な
く
顕
信
を
先
代
に
据
え
て
い
る
の
は
︑
明
徳
三
年
に
御
教
書
（
後
掲
︻
史
料

八
︼）
を
発
給
し
た
顕
泰
の
以
前
に
北
畠
氏
当
主
は
二
人
存
在
し
︑
か
つ
顕
泰
の
直
前
に
は
顕
能
が
伊
勢
国
司
を
継
承
し
て
い
た
と
推
測
し
︑

そ
の
う
え
で
︑
南
北
朝
初
期
の
史
料
に
み
え
る
﹁
源
少
将
殿
﹂
を
顕
信
と
比
定
し
た
こ
と
に
よ
る
︒

　

ま
た
顕
信
の
在
任
期
間
は
︑
北
畠
氏
が
推
戴
し
た
宗
良
親
王
が
伊
勢
国
に
お
い
て
令
旨
を
発
給
し
た
建
武
三
年
一
一
月
の
直
前
か
ら
︑
④
と

同
様
に
暦
応
元
年
閏
七
月
二
六
日
ま
で
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
顕
能
が
伊
勢
国
司
と
し
て
最
後
に
発
給
し
た
の
は
建
徳
三
年
四
月
五
日
付
の
御

教
書
（
後
掲
︻
史
料
六
︼）
で
あ
っ
た
と
し
︑﹃
系
図
纂
要
﹄
に
同
年
一
一
月
に
顕
能
が
右
大
臣
に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
前
の

九
月
頃
ま
で
顕
能
は
伊
勢
国
司
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
︒

⑦
西
垣
清
次
・
松
島
博
﹃
三
重
県
の
歴
史
（
（1
（

﹄　

顕
能
→
顕
泰

　

暦
応
元
年
の
顕
能
の
伊
勢
国
司
補
任
を
述
べ
た
後
︑
顕
信
が
康
暦
三
年
（
弘
和
元
年
︑
一
三
八
一
）
に
︑
顕
能
が
永
徳
三
年
（
弘
和
三
年
︑

一
三
八
三
）
に
そ
れ
ぞ
れ
没
し
た
こ
と
に
言
及
し
（
（1
（

︑
顕
能
の
跡
を
顕
泰
が
継
承
し
た
と
述
べ
て
い
る
︒
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
が
︑
顕
能
か
ら

顕
泰
へ
の
家
督
継
承
と
と
も
に
伊
勢
国
司
も
継
承
さ
れ
た
と
み
て
い
る
と
捉
え
て
お
き
た
い
︒

⑧
加
地
宏
江
﹃
伊
勢
北
畠
一
族
（
（1
（

﹄　

顕
能
→
顕
信
→
顕
泰

　

暦
応
元
年
七
月
も
し
く
は
閏
七
月
に
顕
能
の
伊
勢
国
司
補
任
が
あ
っ
た
と
す
る
︒
ま
た
﹃
太
平
記
﹄
に
︑
貞
治
三
年
（
正
平
一
九
年
︑
一
三

六
四
）
に
顕
信
が
伊
勢
国
で
仁
木
義
長
と
戦
っ
た
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑
そ
れ
以
前
に
顕
信
は
出
羽
国
か
ら
伊
勢
国
に
帰
国
し
て
お
り
︑
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伊
勢
国
司
に
補
任
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
︒
顕
信
か
ら
顕
泰
へ
の
継
承
時
期
に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
応
安
二
年
一
〇
月
三

日
に
発
給
さ
れ
た
御
教
書
（
後
掲
︻
史
料
四
︼）
は
顕
信
の
命
を
奉
じ
た
も
の
と
み
て
い
る
︒

⑨
吉
井
功
兒
﹃
建
武
政
権
期
の
国
司
と
守
護
（
（1
（

﹄　

顕
信
→
顕
能
→
顕
泰

　

建
武
の
新
政
当
初
か
ら
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
一
二
月
七
日
ま
で
吉
田
定
房
が
︑
そ
の
後
は
結
城
親
光
・
大
中
臣
蔭
直
が
相
次
い
で
補
任

さ
れ
た
と
す
る
︒
北
畠
氏
の
伊
勢
国
司
補
任
は
⑥
に
依
拠
し
て
建
武
三
年
一
一
月
と
推
定
し
︑
初
代
を
顕
信
と
み
て
い
る
︒
顕
信
か
ら
顕
能
へ

の
継
承
は
暦
応
元
年
の
顕
信
東
国
下
向
前
に
な
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
が
︑
顕
能
か
ら
顕
泰
に
継
承
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い

な
い
︒
た
だ
し
︑
顕
能
が
永
徳
三
年
に
没
し
た
と
述
べ
て
お
り
︑
顕
能
は
そ
の
死
没
ま
で
伊
勢
国
司
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
︒

⑩
稲
本
紀
昭
・
駒
田
利
治
・
勝
山
清
次
・
飯
田
良
一
・
上
野
秀
治
・
西
川
洋
﹃
三
重
県
の
歴
史
（
（1
（

﹄

　

伊
勢
国
司
の
継
承
順
に
つ
い
て
特
に
言
及
は
な
い
が
︑
応
安
四
年
に
北
畠
顕
信
が
伊
勢
国
で
北
朝
方
と
交
戦
し
た
と
述
べ
て
い
る
︒

⑪
岡
野
友
彦
﹃
北
畠
親
房
︱
大
日
本
は
神
国
な
り
（
（1
（

―
﹄　
顕
能
→
顕
泰

　

⑨
と
ほ
ぼ
同
様
の
見
方
で
あ
る
が
︑
顕
信
の
東
国
下
向
以
前
に
北
畠
氏
へ
の
伊
勢
国
司
補
任
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
︒
そ
し
て
顕

信
に
対
し
て
﹁
坂
東
諸
国
軍
勢
賞
罰
等
﹂
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
後
醍
醐
天
皇
綸
旨
が
発
給
さ
れ
た
暦
応
元
年
閏
七
月
前
後
に
︑
顕
能
の
伊
勢

国
司
補
任
が
な
さ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
︒
応
安
四
年
六
月
二
一
日
に
発
給
さ
れ
た
御
教
書
（
後
掲
︻
史
料
五
︼）
は
顕
能
の
命
を
受
け
て
発

給
さ
れ
た
も
の
と
み
て
お
り
︑
そ
の
後
に
顕
泰
へ
の
継
承
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
︒
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⑫
大
薮
海
﹁
幕
府
か
ら
武
力
を
期
待
さ
れ
た
公
家
衆
︻
伊
勢
北
畠
氏
（
（2
（

︼﹂　

顕
能
→
顕
泰

　

⑪
を
踏
襲
︒

⑬
伊
藤
俊
一
﹁
南
北
朝
の
内
乱
（
（2
（

﹂　

顕
能
→
顕
泰

　

北
畠
氏
が
伊
勢
国
司
に
補
任
さ
れ
た
時
期
（
暦
応
元
年
）
と
人
物
（
顕
能
）
に
つ
い
て
は
⑪
を
踏
襲
す
る
が
︑
応
安
五
年
四
月
に
発
給
さ
れ

た
文
書
（
後
掲
︻
史
料
六
︼）
は
顕
能
で
は
な
く
顕
泰
の
命
を
奉
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
︑
そ
の
頃
の
家
督
継
承
（
伊
勢
国
司
の
継
承
も

含
む
と
み
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
）
を
述
べ
て
い
る
︒

⑭
大
薮
海
﹁
北
畠
親
房
︱
後
醍
醐
・
後
村
上
を
支
え
た
南
朝
の
指
導
者
（
（2
（

﹂　

顕
能
→
顕
泰

　

⑪
を
踏
襲
︒

　

以
上
の
先
行
研
究
か
ら
は
︑
近
世
（
①
）
に
は
﹁
顕
能
↓
顕
泰
﹂
の
継
承
順
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
︑
近
代
（
②
）
に
入
る
と
後
掲

︻
史
料
四
︼
に
据
え
ら
れ
た
花
押
が
顕
信
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
提
示
さ
れ
︑
顕
信
が
伊
勢
国
司
に
在
任
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
え
る
︒
こ
の
考
え
方
は
︑
後
掲
︻
史
料
八
︼
に
基
づ
い
て
顕
泰
以
前
に
北
畠
氏
の
伊
勢
国
司
が
二
人
存
在
し
た
と
み
る
こ
と

に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
た
︒
以
後
は
︑
顕
泰
以
前
に
顕
信
と
顕
能
の
ど
ち
ら
が
先
に
伊
勢
国
司
に
補
任
さ
れ
て
い
た
の
か
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
続

い
た
︒
こ
の
論
争
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
が
⑪
で
あ
り
︑
顕
信
の
伊
勢
国
司
在
任
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
︒

　

顕
能
が
伊
勢
国
司
に
補
任
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
︑
⑤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
顕
信
が
陸
奥
介
兼
鎮
守
府
将
軍
に
補
任
さ
れ
た
事
実
と
あ

わ
せ
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
顕
信
に
対
し
て
東
国
武
士
に
対
す
る
成
敗
権
が
付
与
さ
れ
た
暦
応
元
年
閏
七
月
以
前
を
あ
ま
り

遡
ら
な
い
時
期
に
︑
顕
能
の
伊
勢
国
司
補
任
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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二　

南
北
朝
期
北
畠
氏
発
給
文
書
の
検
討

　

前
章
で
は
北
畠
氏
の
伊
勢
国
司
継
承
順
を
め
ぐ
る
研
究
史
を
整
理
し
た
︒
本
章
で
は
︑
そ
こ
で
た
び
た
び
引
用
し
て
い
た
複
数
の
北
畠
氏
発

給
文
書
を
︑
年
代
順
に
検
討
し
て
い
き
た
い
（
引
用
史
料
中
の
︿
﹀
は
割
り
注
を
示
す
）︒

　
︻
史
料
一
︼　

正
平
六
年
（
一
三
五
一
）
一
二
月
二
七
日
付
土
御
門
源
大
納
言
家
御
教
（
（2
（

書

　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　

任
仰
之
旨
致
忠
勤
者
︑
亡
父
孫
太
郎
跡
事
︑
知
行
不
可
有
相
違
者
︑
依

　
　

土
御
門
源
大
納
言
家
仰
︑
執
達
如
件
︑

　
　
　

正
平
六
年
十
二
月
廿
七
日　
　

大
蔵
権
少
輔
定
景
︿
奉
︑﹀

　
　
　

佐
藤
右（
秀
隆
ヵ
）衛門

四
郎
殿

　
︻
史
料
二
︼　

正
平
七
年
（
一
三
五
二
）
四
月
一
九
日
付
土
御
門
源
大
納
言
家
御
教
（
（2
（

書

　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　

馳
参
御
方
可
致
軍
忠
者
︑
依　

土
御
門
源
大
納
言
家
仰
︑
執
達
如
件
︑

　
　
　

正
平
七
年
四
月
十
九
日　
　
　

大
蔵
権
少
輔
定
景
︿
奉
︑﹀

　
　
　

信
夫
佐
藤
弾（
胤
清
ヵ
）正忠

殿

　
︻
史
料
三
︼　

正
平
七
年
四
月
一
九
日
付
土
御
門
源
大
納
言
家
御
教
（
（2
（

書

　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　

馳
参
御
方
可
致
軍
忠
者
︑
依　

土
御
門
源
大
納
言
家
仰
︑
執
達
如
件
︑
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正
平
七
年
四
月
十
九
日　
　
　

大
蔵
権
少
輔
定
景
︿
奉
︑﹀

　
　
　

信
夫
佐
藤
彦（
行
清
ヵ
）左衛
門
尉
殿

　
︻
史
料
一
︼︻
史
料
二
︼︻
史
料
三
︼
は
︑
前
章
で
整
理
し
た
先
行
研
究
の
う
ち
②
（
以
下
︑
丸
囲
み
数
字
は
同
様
の
意
味
で
用
い
る
）
で
特

に
言
及
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
︑﹁
土
御
門
源
大
納
言
家
﹂
が
﹁
大
蔵
権
少
輔
定
景
﹂
を
奉
者
と
し
て
︑
佐
藤
氏
に
対
し
て
味

方
と
な
っ
て
軍
功
を
挙
げ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
︒
こ
の
﹁
土
御
門
源
大
納
言
家
﹂
は
︑
袖
判
か
ら
北
畠
顕
能
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

き
た
が
︑
否
定
的
な
見
解
も
あ
り
︑
最
近
刊
行
さ
れ
た
史
料
集
や
図
録
な
ど
で
は
﹁
北
畠
顕
能
ヵ
御
教
書
﹂
と
し
て
断
定
を
避
け
て
い
る
（
（2
（

︒
こ

れ
ら
の
文
書
の
花
押
を
据
え
た
の
は
顕
信
の
子
で
あ
る
守
親
と
す
る
見
方
も
あ
り
（
（2
（

︑﹁
信
夫
佐
藤
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
伊
勢
の
佐
藤
氏
に
対
し

て
発
給
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
見
方
も
あ
る
（
（2
（

︒
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
ら
の
文
書
は
︑
北
畠
氏
の
伊
勢

国
司
在
任
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
は
検
討
の
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
︒
よ
っ
て
本
稿
で
は
検
討
の
対
象
外
と
し
︑
名
称
も
さ
し
あ

た
っ
て
は
文
書
中
の
文
言
に
し
た
が
っ
て
﹁
土
御
門
源
大
納
言
家
御
教
書
﹂
と
し
て
お
く
︒

　

次
に
検
討
す
る
の
は
︑
志
摩
国
の
武
士
で
あ
る
古
和
氏
に
対
し
て
北
畠
氏
か
ら
発
給
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
︒

　
︻
史
料
四
︼
正
平
二
四
年
（
一
三
六
九
）
一
〇
月
三
日
付
北
畠
顕
能
御
教
書
（
（2
（

案

　
　
　
　
　
　
　
（
花（
北
畠
顕
能
）

押
影
）

　
　

伊
勢
国
三
重
郡
南
松
本
地
頭
職
︿
除
横
尾
跡
︑﹀
半
分
︑
為
兵
粮
料
所
可
令
知
行
者
︑

　
　

依　

北
畠
前（
顕
能
）内
大
臣
家
御
気
色
所
候
也
︑
仍
執
達
如
件
︑

　
　
　
　

正
平
廿
四
年
十
月
三
日　
　

弾
正
少
弼
兼
行
︿
奉
︑﹀

　
　
　

古
和
嶋
軍
忠
一
族
中

　
︻
史
料
五
︼
建
徳
二
年
（
一
三
七
一
）
六
月
二
一
日
付
北
畠
顕
能
御
教
書
（
（3
（

案

　
　
　
　
　
　
　
（
花（
北
畠
顕
能
）

押
影
）
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伊
勢
国
安
濃
郡
村
主
能
登
入
道
跡
幷
西
郡
司
職
︑
為
兵
粮
料
所
可
令
配
分
知
行
之
状
︑
依
仰
執
達
如
件
︑

　
　
　
　

建
徳
二
年
六
月
廿
一
日　
　

弾
正
少
弼
兼
行
︿
奉
︑﹀

　
　
　

古
和
一
族
中

　
︻
史
料
六
︼　

建
徳
三
年
（
一
三
七
二
）
四
月
五
日
付
北
畠
氏
御
教
書
（
（3
（

写

　
　
　
　
　
　

判

　
　

伊
勢
国
朝
明
郡
萱
生
御
厨
地
頭
職
︑
如
元
可
令
知
行
之
状
︑
依
仰
執
達
如
件
︑

　
　
　
　

建
徳
三
年
四
月
五
日　
　

弾
正
少
弼
兼
行
︿
奉
︑﹀

　
　
　
　
　

古
和
島
軍
忠
者
中

　
︻
史
料
七
︼　

文
中
二
年
（
一
三
七
三
）
九
月
八
日
付
北
畠
氏
御
教
書
（
（3
（

写

　
　
　
　
　
　

判

　
　

伊
勢
国
飯
高
郡
深
田
御
園
地
頭
職
志
村
方
半
分
︿
庄
近
江
入
道
知
行
分
︑﹀︑
為
兵
粮
料
所
可
令
知
行
之
状
︑
依
仰
執
達
如
件
︑

　
　
　
　

文
中
二
年
九
月
八
日　
　

中
務
大
丞
兼
顕
︿
奉
︑﹀

　
　
　

古
和
一
族
中

　
︻
史
料
八
︼　

元
中
九
年
（
一
三
九
二
）
一
一
月
一
日
付
北
畠
顕
泰
御
教
書
（
（3
（

案

　
　
　
　
　
　
　
（
花（
北
畠
顕
泰
）

押
影
）

　
　

任
元
弘
以
来
之　

勅
裁
幷
両
御
代
国
宣
︑
恩
賞
料
所
等
悉
知
行
不
可
有
相
違
之
由
︑
依　

北
畠
右（
顕
泰
）大

将
家
仰
執
達
如
件
︑

　
　
　

元
中
九
年
十
一
月
一
日　
　

中
務
大
輔
兼
顕
︿
奉
︑﹀

　
　
　

古
和
一
族
中

　
︻
史
料
四
︼
か
ら
︻
史
料
八
︼
ま
で
の
う
ち
︑
花
押
が
写
さ
れ
て
い
る
の
は
︻
史
料
四
︼
と
︻
史
料
五
︼︑
そ
れ
に
︻
史
料
八
︼
で
あ
る
︒
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︻
史
料
四
︼
と
︻
史
料
五
︼
は
︑
③
・
④
・
⑤
・
⑧
に
お
い
て
顕
信
の
命
を
受
け
て
発
給
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
村
田
正

志
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
（3
（

︑
そ
れ
ら
に
据
え
ら
れ
て
い
る
花
押
は
顕
能
の
も
の
で
あ
る
の
で
︑
現
在
で
は
伊
勢
国
司
で
あ
る
顕
能
の

命
を
受
け
て
発
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

　
︻
史
料
六
︼
と
︻
史
料
七
︼
に
つ
い
て
は
︑
袖
判
が
据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
も
の
の
︑﹁
判
﹂
と
し
か
な
い
た
め
に
花
押
の
主
を
比

定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
た
だ
し
︻
史
料
六
︼
に
つ
い
て
は
⑥
が
顕
能
の
命
を
受
け
て
発
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
︑
⑬
が
顕
泰
の
命
を
受

け
て
発
給
さ
れ
た
も
の
と
み
て
い
る
︒︻
史
料
七
︼
に
つ
い
て
も
︑
③
が
顕
能
の
命
を
受
け
て
発
給
さ
れ
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
︒
こ
の
二

つ
の
文
書
は
顕
能
発
給
文
書
の
終
見
も
し
く
は
顕
泰
発
給
文
書
の
初
見
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
が
︑
判
断
材
料
に
乏
し
く
︑
い
ず
れ
と
も
決

し
が
た
い
︒

　

残
る
︻
史
料
八
︼
は
︑
顕
信
・
顕
能
い
ず
れ
も
没
し
て
い
る
時
期
の
発
給
で
あ
り
︑
袖
判
を
据
え
て
い
る
の
は
顕
泰
と
み
て
間
違
い
な
い
︒

し
か
し
問
題
と
す
べ
き
な
の
は
︑
そ
の
文
言
の
解
釈
で
あ
る
︒

　

②
は
﹁
元
弘
以
来
の
勅
裁
並
両
御
代
国
宣
云
々
と
見
へ
た
れ
ば
︑
伊
勢
守
は
元
弘
三
年
以
来
元
中
年
中
ま
で
両
代
た
る
こ
と
明
な
り
﹂
と
述

べ
（
（3
（

︑︻
史
料
八
︼
発
給
時
点
の
伊
勢
国
司
で
あ
る
顕
泰
以
前
に
二
人
が
国
司
に
在
任
し
て
い
た
と
推
定
し
て
い
る
︒
以
降
の
研
究
も
同
様
に
解

釈
し
て
お
り
︑
③
で
は
﹁﹁
両
御
代
国
宣
﹂
と
は
︑
顕
信
︑
顕
能
二
代
の
内
に
出
さ
れ
た
伊
勢
国
司
宣
で
あ
る
（
（3
（

﹂︑
⑤
で
は
﹁﹁
元
弘
以
来
の
勅

裁
な
ら
び
に
両
御
代
の
国
宣
に
任
せ
て
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
顕
泰
以
前
に
国
司
が
二
代
あ
つ
（
マ
マ
）た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
（3
（

﹂︑
⑥
で
は
﹁
右
の

﹁
両
御
代
﹂
は
顕
泰
の
先
代
・
先
々
代
の
国
守
を
指
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
（
（3
（

﹂
な
ど
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒

　

と
こ
ろ
が
⑪
に
至
っ
て
顕
信
の
伊
勢
国
司
在
任
が
否
定
さ
れ
る
と
︑
再
び
こ
の
﹁
両
御
代
﹂
の
解
釈
が
問
題
と
な
っ
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て

岡
野
友
彦
は
︑
顕
泰
の
祖
父
で
あ
る
親
房
と
︑
父
で
あ
る
顕
能
の
二
人
を
指
し
て
い
る
と
い
う
新
た
な
解
釈
を
提
示
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
親
房

は
伊
勢
国
司
で
は
な
い
け
れ
ど
も
伊
勢
国
に
お
い
て
袖
判
御
教
書
を
複
数
発
給
し
て
お
り
︑
そ
れ
ら
が
﹁
国
宣
﹂
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
（
（3
（

︒
確
か
に
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
一
応
の
解
決
と
は
な
ろ
う
︒
し
か
し
﹁
国
宣
﹂
と
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
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ら
ず
︑
伊
勢
国
司
に
在
任
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
親
房
の
発
給
文
書
を
そ
れ
に
含
め
る
点
に
つ
い
て
は
︑
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要

な
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　

そ
も
そ
も
こ
の
﹁
両
御
代
﹂
は
北
畠
氏
の
伊
勢
国
司
在
任
者
の
代
数
と
み
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
北
畠
氏
の
発
給
文
書
に
お
い
て
﹁
御

代
﹂
を
用
い
た
例
が
他
に
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
比
較
し
て
の
検
討
が
難
し
い
が
︑
一
般
的
に
は
﹁
御
代
﹂
と
い
え
ば
天
皇
の
治
世
を
指
す
で

あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
﹁
両
御
代
国
宣
﹂
と
は
︑
伊
勢
国
司
に
在
任
し
た
二
人
の
北
畠
氏
当
主
に
よ
る
国
宣
と
い
う
意
味
で
は
な
く
︑
二
人
の
天

皇
の
﹁
御
代
﹂
に
出
さ
れ
た
国
宣
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
︑
顕
泰
以
前
に
北
畠
氏
で

伊
勢
国
司
と
な
っ
た
人
物
の
人
数
に
つ
い
て
は
考
慮
す
る
必
要
が
な
く
な
り
︑
伊
勢
国
司
は
顕
能
か
ら
顕
泰
に
継
承
さ
れ
た
と
無
理
な
く
理
解

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒
あ
え
て
親
房
を
﹁
両
御
代
﹂
に
含
め
る
必
要
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

　

以
上
︑
先
行
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
︑
北
畠
氏
に
よ
る
伊
勢
国
司
継
承
順
と
︑
そ
の
論
拠
と
な
っ
た
文
書
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
︒

継
承
順
に
つ
い
て
は
初
代
を
顕
能
と
し
︑
そ
の
跡
を
顕
泰
が
継
承
し
た
と
す
る
最
新
の
見
解
以
上
の
も
の
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
た

だ
し
最
新
の
見
解
の
な
か
で
も
︑
顕
能
か
ら
顕
泰
に
伊
勢
国
司
が
継
承
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
一
致
を
み
て
い
な
い
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
新

た
な
検
討
材
料
を
準
備
し
て
は
い
な
い
が
︑
顕
能
が
そ
の
死
没
ま
で
伊
勢
国
司
の
任
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　
︻
史
料
八
︼
に
つ
い
て
は
︑
通
説
や
最
新
の
見
解
と
は
異
な
る
解
釈
を
提
示
し
た
︒
し
か
し
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
し
た
研
究
が
こ
れ
ま
で
に

全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
③
で
大
西
源
一
が
引
用
し
て
い
る
谷
森
善
臣
の
研
究
も
︑﹁
両
御
代
﹂
を
後
村
上
天
皇
と
後
亀
山

天
皇
の
治
世
と
理
解
し
て
い
る
（
（4
（

︒
と
こ
ろ
が
大
西
は
﹁
そ
れ
に
し
て
も
︑
谷
森
翁
の
説
は
︑
た
し
か
に
誤
っ
て
ゐ
る
︒﹁
両
御
代
﹂
と
は
決
し

て
皇
室
に
関
し
た
御
事
で
は
な
く
︑
伊
勢
国
司
北
畠
氏
の
世
代
に
関
し
た
こ
と
で
あ
る
﹂
と
し
︑﹁
要
す
る
に
谷
森
翁
は
︑
国
宣
と
は
何
で
あ



77　　南北朝合一直後北畠氏発給文書にみえる「両御代」


る
か
を
知
ら
れ
な
い
た
め
に
︑
あ
ん
な
誤
っ
た
説
を
吐
か
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
﹂
と
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
（
（4
（

︒
し
か
し
先
述
の
よ
う

に
﹁
御
代
﹂
は
天
皇
の
治
世
の
こ
と
で
あ
り
︑
北
畠
氏
の
代
と
捉
え
る
の
は
一
般
的
で
は
な
い
︒

　

ま
た
大
西
は
︑
谷
森
が
こ
の
︻
史
料
八
︼
を
長
慶
天
皇
の
在
位
を
否
定
す
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
い
る
こ
と
も
批
判
し
て
い
る
（
（4
（

︒
こ
の
点
に

つ
い
て
は
︑
南
朝
の
二
人
の
天
皇
の
治
世
下
で
古
和
氏
の
所
領
を
安
堵
す
る
国
宣
が
そ
れ
ぞ
れ
発
給
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
良
く
︑
長
慶
天
皇
の

在
位
問
題
と
は
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
も
し
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
︑
な
ぜ
国
宣
が
発
給
さ
れ
な
い
﹁
御
代
﹂
が
存
在

し
た
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

註（
1
）　
﹃
建
武
三
年
以
来
記
﹄
建
武
三
年
八
月
一
五
日
条
（﹃
大
日
本
史

料
﹄
同
日
条
収
載
）︒
な
お
︑
元
号
表
記
は
章
ご
と
に
初
出
の
と
き

の
み
﹁
北
朝
元
号
（
南
朝
元
号
︑
西
暦
）﹂
で
記
し
︑
以
降
は
史
料

上
の
表
記
を
除
き
北
朝
元
号
の
み
の
記
載
と
す
る
︒

（
2
）　
﹃
神
皇
正
統
記
﹄（
岩
佐
正
校
注
﹃
神
皇
正
統
記
﹄
岩
波
書
店
︑

一
九
七
五
年
）︒

（
3
）　

北
畠
氏
︑
特
に
親
房
に
つ
い
て
は
歴
史
学
の
み
な
ら
ず
文
学
の

方
面
か
ら
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
歴
史
学
の
成
果
と
し

て
岡
野
友
彦
﹃
北
畠
親
房
︱
大
日
本
は
神
国
な
り
︱
﹄（
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
〇
九
年
）
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
︒

（
4
）　

大
薮
海
﹁
室
町
時
代
の
﹁
知
行
主
﹂
︱
﹁
伊
勢
国
司
﹂
北
畠
氏

を
例
と
し
て
︱
﹂（
同
﹃
室
町
幕
府
と
地
域
権
力
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

二
〇
一
三
年
︑
初
出
二
〇
〇
七
年
）︒

（
5
）　

建
武
政
権
期
以
降
︑
北
畠
氏
補
任
以
前
に
伊
勢
国
司
に
補
任
さ

れ
た
人
物
は
︑
吉
田
定
房
と
結
城
親
光
が
確
認
で
き
る
︒
こ
の
点
に

つ
い
て
は
二
〇
二
四
年
刊
行
予
定
の
別
稿
の
な
か
で
述
べ
た
︒

（
6
）　

公
益
財
団
法
人
石
水
博
物
館
編
﹃
新
・
石
水
博
物
館　

開
館
一

〇
周
年
記
念
特
別
展　

重
要
文
化
財　

佐
藤
家
文
書
の
世
界
︱
動
乱

の
時
代
を
生
き
る
︱
﹄（
同
館
︑
二
〇
二
一
年
）
二
八
頁
︒

（
7
）　

前
掲
註（
3
）岡
野
著
書
︒

（
8
）　

天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
成
立
︒
本
稿
で
は
︑
戦
後
に
復
刊

さ
れ
た
﹃
伊
勢
国
司
記
略
﹄（
三
重
県
郷
土
資
料
刊
行
会
︑
一
九
七

六
年
）
に
拠
っ
た
︒

（
9
）　

八
代
国
治
﹃
北
畠
顕
能
公
﹄（
飯
南
多
気
郷
友
会
︑
一
九
三
三

年
）︒

（
10
）　

大
西
源
一
﹃
北
畠
氏
の
研
究
﹄（
鹿
東
文
庫
︑
一
九
六
〇
年
）︒

本
稿
で
は
︑
復
刊
さ
れ
た
﹃
北
畠
氏
の
研
究
﹄（
北
畠
顕
能
公
六
百

年
祭
奉
賛
会
︑
一
九
八
二
年
）
に
拠
っ
た
︒

（
11
）　

宮
崎
有
祥
﹃
南
朝
と
伊
勢
国
司
﹄（
エ
ス
エ
ス
製
薬
株
式
会
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社
︑
一
九
六
八
年
）︒
本
稿
で
は
︑
復
刊
さ
れ
た
﹃
南
朝
と
伊
勢
国

司
﹄（
南
朝
と
伊
勢
国
司
刊
行
会
︑
一
九
九
二
年
）
に
拠
っ
た
︒

（
12
）　

久
保
田
収
﹁
北
畠
氏
の
伊
勢
国
司
次
第
﹂（﹃
皇
學
館
大
学
紀

要
﹄
第
一
二
輯
︑
一
九
七
四
年
︑
の
ち
に
﹁
伊
勢
国
司
﹂
と
改
題
し

て
改
稿
の
う
え
︑
同
﹃
北
畠
父
子
と
足
利
兄
弟
﹄︿
皇
學
館
大
学
出

版
部
︑
一
九
七
七
年
﹀
所
収
）︒

（
13
）　

中
野
達
平
﹁
南
北
朝
初
期
に
お
け
る
伊
勢
国
司
北
畠
氏
﹂（﹃
國

學
院
雑
誌
﹄
第
七
五
巻
第
一
二
号
︑
一
九
七
四
年
）︒

（
14
）　

西
垣
清
次
・
松
島
博
﹃
三
重
県
の
歴
史
﹄（
山
川
出
版
社
︑
一

九
七
四
年
）︒

（
15
）　

た
だ
し
北
畠
顕
信
の
没
年
は
不
詳
で
あ
り
︑
後
世
成
立
し
た

﹃
桜
雲
記
﹄
が
康
暦
二
年
（
天
授
六
年
︑
一
三
八
〇
）
と
し
て
い
る

も
の
の
︑
前
註
﹃
三
重
県
の
歴
史
﹄
で
康
暦
三
年
を
顕
信
の
没
年
と

し
た
根
拠
は
不
明
で
あ
る
︒

（
16
）　

加
地
宏
江
﹃
伊
勢
北
畠
一
族
﹄（
新
人
物
往
来
社
︑
一
九
九
四

年
）︒

（
17
）　

吉
井
功
兒
﹃
建
武
政
権
期
の
国
司
と
守
護
﹄（
近
代
文
藝
社
︑

二
〇
〇
〇
年
）︒

（
18
）　

稲
本
紀
昭
・
駒
田
利
治
・
勝
山
清
次
・
飯
田
良
一
・
上
野
秀

治
・
西
川
洋
﹃
三
重
県
の
歴
史
﹄（
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
）︒

（
19
）　

前
掲
註（
3
）岡
野
著
書
︒

（
20
）　

大
薮
海
﹁
幕
府
か
ら
武
力
を
期
待
さ
れ
た
公
家
衆
︻
伊
勢
北
畠

氏
︼﹂（
日
本
史
史
料
研
究
会
監
修
・
神
田
裕
理
編
﹃︻
こ
こ
ま
で
わ

か
っ
た
︼
戦
国
時
代
の
天
皇
と
公
家
衆
た
ち
︱
天
皇
制
度
は
存
亡
の

危
機
だ
っ
た
の
か
︱
﹄
洋
泉
社
︑
二
〇
一
五
年
︑
の
ち
に
文
学
通
信

か
ら
二
〇
二
〇
年
に
新
装
版
刊
行
）︒

（
21
）　

伊
藤
俊
一
﹁
南
北
朝
の
内
乱
﹂（
三
重
県
編
﹃
三
重
県
史　

通

史
編
中
世
﹄
同
県
︑
二
〇
二
〇
年
）︒

（
22
）　

大
薮
海
﹁
北
畠
親
房
︱
後
醍
醐
・
後
村
上
を
支
え
た
南
朝
の
指

導
者
﹂（
亀
田
俊
和
・
生
駒
孝
臣
編
﹃
南
北
朝
武
将
列
伝　

南
朝

編
﹄
戎
光
祥
出
版
︑
二
〇
二
一
年
）︒

（
23
）　
﹃
佐
藤
家
文
書
﹄（
三
重
県
編
﹃
三
重
県
史　

資
料
編
中
世
2
﹄

︿
同
県
︑
二
〇
〇
五
年
﹀
収
載
）︒
な
お
︑
同
書
に
は
﹃
石
水
博
物
館

所
蔵
文
書
﹄
の
う
ち
の
﹃
佐
藤
文
書
﹄
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る

が
︑
前
掲
註（
6
）に
な
ら
っ
て
﹃
佐
藤
家
文
書
﹄
と
称
す
る
︒

（
24
）　

前
註
に
同
じ
︒

（
25
）　

前
掲
註（
23
）に
同
じ
︒

（
26
）　

前
掲
註（
6
）﹃
新
・
石
水
博
物
館　

開
館
一
〇
周
年
記
念
特
別

展　

重
要
文
化
財　

佐
藤
家
文
書
の
世
界
︱
動
乱
の
時
代
を
生
き
る

︱
﹄
や
︑
前
掲
註（
23
）﹃
三
重
県
史　

資
料
編
中
世
2
﹄
な
ど
︒

（
27
）　

村
田
正
志
﹁
大
西
源
一
氏
著
﹁
北
畠
氏
の
研
究
﹂﹂（﹃
歴
史
地

理
﹄
第
九
〇
巻
第
一
号
︑
一
九
六
一
年
）︑
同
﹁
南
北
朝
と
室
町
﹂

（
同
﹃
村
田
正
志
著
作
集 

第
3
巻 

続
々
南
北
朝
史
論
﹄
思
文
閣
出

版
︑
一
九
八
三
年
︑
初
出
一
九
六
九
年
）︒

（
28
）　

前
掲
註（
6
）に
同
じ
︒

（
29
）　
﹃
古
和
文
書
﹄（
前
掲
註（
23
）﹃
三
重
県
史　

資
料
編
中
世
2
﹄

収
載
）︒
た
だ
し
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
﹃
古
和
文

書
﹄（
請
求
記
号
三
〇
七
一
．
五
六
︱
三
三
）
で
校
合
を
行
っ
た
︒
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（
30
）　

前
註
に
同
じ
︒

（
31
）　

山
中
信
古
編
﹃
南
狩
遺
文　

五
﹄（
天
香
堂
︑
一
八
七
〇
年
）︒

（
32
）　

前
掲
註（
29
）に
同
じ
︒
た
だ
し
﹃
三
重
県
史　

資
料
編
中
世

２
﹄
で
は
﹁
北
畠
顕
能
御
教
書
写
﹂
と
い
う
名
称
が
付
け
ら
れ
て
い

る
︒
な
お
︑
史
料
中
の
フ
リ
ガ
ナ
は
翻
刻
し
な
か
っ
た
︒

（
33
）　

前
掲
註（
29
）に
同
じ
︒

（
34
）　

前
掲
註（
27
）村
田
﹁
大
西
源
一
氏
著
﹁
北
畠
氏
の
研
究
﹂﹂︒

（
35
）　

前
掲
註（
9
）八
代
著
書
︑
四
頁
︒

（
36
）　

前
掲
註（
10
）大
西
著
書
︑
一
一
〇
頁
︒

（
37
）　

前
掲
註（
12
）久
保
田
論
文
︑
一
六
三
頁
︒

（
38
）　

前
掲
註（
13
）中
野
論
文
︑
二
三
頁
︒

（
39
）　

前
掲
註（
3
）岡
野
著
書
︑
一
二
三
～
一
二
四
頁
︒

（
40
）　

谷
森
善
臣
﹃
嵯
峨
野
之
露
﹄（
青
山
堂
書
房
︑
一
九
〇
二
年
）︑

六
三
～
六
四
頁
︒

（
41
）　

前
掲
註（
36
）に
同
じ
︒

（
42
）　

前
掲
註（
36
）に
同
じ
︒

※
本
稿
は
︑JSPS K

A
K

EN
H

I G
rant N

um
ber JP21K

00867
の
助
成

を
受
け
た
成
果
で
あ
る
︒

 

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
准
教
授
）




